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【難病医療費助成申請の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 指定 

③ 受 診 

指定医について 

 

【問合せ先】 

 〒０２０－８５７０ 岩手県盛岡市内丸１０番１号 

      岩手県保健福祉部健康国保課 健康予防担当（難病） 

      電 話：０１９－６２９－５４７１   

● 難病法施行に伴い、平成２７年１月１日から新たな難病医療費助成制度が

実施されています。 

 

● 新制度では、知事の指定を受けた医師（指定医）のみが難病の医療費助成

の支給認定申請に必要な診断書（臨床調査個人票）を作成できます。 

 

● 指定医の指定を受けるためには、申請手続が必要になります。 

 

● 2 ページ以降に申請手続等を記載しておりますので、御参照の上、必要な

申請手続を行ってくださいますようお願いします。 

 

新たな難病医療費助成制度における 

指定医の申請手続について 
 

医師 ⇒ 指定医 

① 申請 

岩 手 県 

④ 診断書交付 

⑤ 難病医療費助成の申請 

難病 

 

患者 

⑥保健所 
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【要件】 

● 難病指定医：新規申請用及び更新申請用の診断書のいずれも作成可能です。 

 以下の①②の要件を満たした上で、③又は④のどちらかを満たすこと 

①  診断又は治療に５年以上従事した経験を有すること 

②  診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること 

③  学会が認定する専門医の資格を有すること※１ 

④  知事が行う研修を修了したこと。（専門医資格を有しない場合）※２ 

   

 ※1 専門医のリストは 4 ページをご覧ください。 

 ※2 岩手県では、難病指定医研修を Web 研修として実施しています。詳細は、 

岩手県ホームページからご確認ください。 

 

● 協力難病指定医：更新申請用の診断書のみを作成可能です。 

 以下の⑤⑥⑦の要件を満たすこと 

⑤  診断又は治療に５年以上従事した経験を有すること 

⑥  診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること 

⑦  知事が行う研修を修了したこと ※2 

 

【職務】 

● 難病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書（臨床調査個人票）を作成す

ること。 

● 患者データ（診断書の内容）を登録管理システムに登録すること。 

 

【有効期間】 

● 指定を受けた日から５年間です。 

指定医の要件・職務・有効期間 

指定医の申請手続等 

【申請手続】 

次の書類を岩手県に提出してください。（郵送可） 

（①・②の書類に、③又は④のどちらかの書類を提出すること。） 

① 難病医療費助成指定医指定申請書兼経歴書 

② 医師免許証の写し（裏面に書き換えの記載のあるものは、裏面も添付） 

③ 専門医の資格を証する書面の写し 

④ 知事が行う研修を修了したことを証明する書類（難病指定医研修 質問シート） 

 

申請書等の様式は岩手県ホームページからダウンロードできます。 
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【変更手続】 

 指定医の氏名、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日、担当する診療科名、主

として指定難病の診断を行う医療機関の名称及び所在地に変更があった場合は、次

の書類を提出してください。 

  

  難病医療費助成指定医変更届出書  

       

【辞退手続】 

 指定医の辞退をするときは、次の書類を提出してください。 

 

  難病医療費助成指定医辞退届出書   

       

【提出先】 

  〒020-8570 岩手県盛岡市内丸１０－１ 

       岩手県保健福祉部健康国保課健康予防担当（難病） 

申請書等の様式は岩手県ホームページからダウンロードできます。 

 

留意事項 

● 指定後、岩手県から申請者宛に指定通知を送付します。 

 

● 指定を行った医師の氏名、主として指定難病の診断を行う医療機関を岩手県の

ホームページ等で公表します。 

 

● 難病指定医（専門医資格を有しない場合）及び協力難病指定医は、５年ごとに

研修を受ける必要があります。 

 

● 申請内容に変更があったときは、変更のあった事項及び変更年月日を指定を受

けた知事に届け出る必要があります。 

 

●  県知事等は、不適切な診断書（臨床調査個人票）を作成しているなど、その職

務を行わせることが不適当であると認められる場合は、その指定医の指定を取

り消すことができます。 

 

●  「指定医療機関」に勤務している医師で、「指定医」の指定を受けていない医

師は、臨床調査個人票の作成はできませんが、指定難病の診療を行うことはで

きます。 
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